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受動喫煙の防止等に関する条例に関するＱ＆Ａ 

 

令和元年 11 月 26 日 第１版 

令和５年 ３ 月  1 日 第２版 

 

本稿において、｢条例｣とは兵庫県｢受動喫煙の防止等に関する条例｣を、 

｢法｣とは｢健康増進法｣を指します。 
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（５）ショッピングセンター・アーケード商店街関係 

 (５)-１ ショッピングセンター内のフードコート、道の駅などの複合施設は規制対象か。････９ 

(５)-２ 多くの店舗が集まっている商店街はどのような規制になるのか。一体となった 

商業施設として規制されるのか。･････････････････････････････････････････････９ 

 (５)-３ 商店街のアーケード内は屋内なのか。･････････････････････････････････････････９ 

 

（６）ゴルフ場など運動施設関係 

 (６)-１ 周囲が開放されているゴルフ練習場（打ちっぱなし）の各打席は規制対象か。･････９ 

 (６)-２ ゴルフ場を走行するカート内での喫煙は可能か。･･･････････････････････････････９ 

 (６)-３ 屋根のない、或いは一部しか屋根がない観覧場や運動施設等は屋外か。･･･････････10 

 

（７）遊園地・市街地の公園など 

 (７) 市街地内の公園や野外キャンプ場は規制対象か。･･････････････････････････････････10 

 

（８）駅・バス停・バスターミナルなど 

 (８)-1 鉄道の駅（プラットフォーム）は条例の規制対象か。バス停、タクシー乗り場など 

にも規制はあるのか。････････････････････････････････････････････････････････10 

 (８)-２ 受動喫煙防止区域内を運行している一般自動車の車内での喫煙は規制対象か。また、 

同区域内に駐車している一般自動車の車内はどうか。･･････････････････････････10 

 (８)-３ 立体駐車場は規制対象か。･･･････････････････････････････････････････････････11 

 

（９）テナントビルなど 

 (９)-１ 複合ビル内にクリニックや行政機関の出張所などが入居している場合、どのような 

規制になるのか。･･････････････････････････････････････････････････････････11 

 (９)-２ 自動車販売店内のショールーム等の商談スペースは規制対象か。･････････････････11 
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（10）その他 

 (10)-１ 個室のカラオケボックス、インターネットカフェ及びマンガ喫茶は規制対象か。････11 

 (10)-２ 芸能・芸術に関する興行を行う劇場やイベント会場施設内の控室を喫煙室として使 

用することは可能か。･･････････････････････････････････････････････････････12 

 (10)-３ コインランドリーのような無人店舗も規制対象か。････････････････････････････12 

 (10)-４ パチンコ店の１階を禁煙、２階を喫煙に分けることはできるか。････････････････12 

 (10)-５ 行政機関の庁舎と議会棟が同一敷地内の場合、議会棟の扱いはどうなるのか。･･････12 

 (10)-６ テナントビル内の ATM や自動販売機コーナーは規制対象か。･･･････････････････12 

 

８．喫煙室等の構造・設備関係 

８-１ 法は喫煙室設置にあたり、技術的基準の経過措置を認めている。条例も同様に経過措 

置は認められるのか。･････････････････････････････････････････････････････････13 

８-２ 技術的基準を満たしているかどうかの確認はどのように行えばいいのか。･･･････････13 

８-３ 加熱式たばこ専用喫煙室の設置は認められないのか。･････････････････････････････13 

  

9．喫煙環境表示について 

９-１ 表示はどこで入手できるのか。また、必要事項を記載していれば、独自に作成しても 

   よいか。･････････････････････････････････････････････････････････････････････13 

  ９-２ 利用者が立ち入る店内は禁煙とし、バックヤードなど従業員専用区域に喫煙室を設置 

している。表示が必要なのは店舗出入口か、喫煙室の出入口か。･･････････････････14 

  ９-３ 全ての施設において、禁煙表示を行うことが必要か。･････････････････････････････14 

   

10．規制適用除外関係 

10-１ 一般住居以外の「人の居住の用に供する区域」とはどのような場所か。･････････････14 

10-２ 集合住宅の居室・ベランダ・廊下・エントランスホール・集会室は、「人の居住の用に 

供する区域」として規制対象外となるのか。私的空間でも子供が同室の場合は規制さ 

れるのか。･･････････････････････････････････････････････････････････････････14 
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10-３ 個人事業主等の取り扱いはどうか。例えば、従業員がいない個人事業主の場合、仕事 

場は私的空間として規制対象外となるのか。･････････････････････････････････････14 

10-４ 屋外（受動喫煙防止区域外）の公衆喫煙所に飲料の自動販売機の設置はできるか。･･15 

 

11.その他 

11-１ 県からの指導等はどのように行われるのか。････････････････････････････････････15 

11-２ 20 歳未満の者及び妊婦に受動喫煙を生じさせる場所とは具体的にどこか。･････････15 

11-３ 法と条例の規制又は罰則は両方適用されるのか。････････････････････････････････15 
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